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 中国海洋調査船「海洋地質九号」の視認について 

（第5報） 

 

１ 本日、午前２時53分、中国海洋調査船「海洋地質九号」が、沖ノ鳥島の南

西約320キロメートルから我が国排他的経済水域に再度入域し、東向け航行

していることを当庁巡視船により確認しました。 

 

２ 本日、午前10時０分頃、当庁巡視船により沖ノ鳥島の南西301キロメートル

の我が国排他的経済水域内において、航行中の同調査船がワイヤー様のもの

を海中へ延ばしているのを確認しました。このことから、「我が国の排他的経

済水域において、我が国の事前の同意のない調査活動は認められない。調査

の中止を求める。」旨の中止要求を無線及び電光掲示板（停船命令等表示装置）

にて実施しました。 
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